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１Ｃ０１ 

東日本復興に向けた地域科学技術イノベーション政策に関する考察 
 

○岡本信司（文部科学省） 
 
 
 
 

１．はじめに 

これまで我が国の重要政策課題として推進されて

きた地域科学技術イノベーション政策は，民主党政

権の発足に伴う行政刷新会議事業仕分けや「地方分

権改革」から「地域主権改革」へといった地域政策

の転換を踏まえて，一層の地域主導・自立性の確保

が図られつつあった。 
このような状況下において，今般発生した東日本

大震災に対応した東日本地域の復興に向けては，こ

れら政策の方向性を再検討して，新たな視点での地

域科学技術イノベーション政策の展開が求められて

いる。 
本研究では，民主党政権下における地域科学技術

イノベーション政策の変遷を概観して，事業仕分け

で「廃止」の判断が示された国の地域科学技術イノ

ベーション関連施策の再検討による支援スキームの

再構築，迅速な復旧・復興に向けて，先行事例とし

ての神戸医療産業都市構想や地方公共団体と東日本

地域における課題等を Porter の提唱する「共通価

値」の概念［1］を導入しつつ分析を行い，新たな

地域自立政策に関する今後の展望について考察する。 
なお，本稿では検討対象として，第4期科学技術

基本計画（2011年8月閣議決定）において，従来の

科学技術政策から科学技術イノベーション政策への

一体的展開が位置付けられていることも踏まえて，

「地域科学技術政策」及び「地域イノベーション政

策」を一体化した「地域科学技術イノベーション政

策」とする。 
 
２．民主党政権下における地域科学技術イノベーシ

ョン政策 

２．１ 事業仕分けに伴う地域科学技術イノベーシ

ョン政策の見直し 

2009 年 9 月に民主党を中心とする鳩山連立内閣

が発足，行政刷新会議（2009年閣議決定）による事

業仕分け（2009年11月等）が実施され，文部科学

省の地域科学技術振興・産学官連携関連事業につい

ては「事業自体の必要性は否定しないが国として実

施する必要はない」，「各自治体の状況に違いがあり

現場に近い組織に判断させることで効率が上がる」

等の理由により「廃止」との評価結果となった。 
この評価結果を踏まえて，文部科学省 2010 年度

予算では地域科学技術振興・産学官連携関連の新規

事業については予算計上見送り，継続事業について

は「イノベーションシステム整備事業」（従来の知的

クラスター創成事業及び都市エリア産学官連携促進

事業は，地域イノベーションクラスタープログラム

のグローバル型及び都市エリア型に再編等）として

一本化した上で，2013年度末までに段階的に終了す

ることとなった。 
これを受けて，2011年4月に文部科学省内関係課

の統合・再編を行い，これまで研究振興局及び科学

技術・学術政策局で行われていた産学官連携と地域

科学技術関連業務を統合して，科学技術・学術政策

局に産業連携・地域支援課を設置，科学技術・学術

政策審議会に産学連携・地域支援部会及び産学連携

推進委員会を設置，東日本大震災からの復旧・復興

と産学連携施策に関する検討を開始した。 
また，経済産業省 2010 年度予算においても，地

域産業政策関連施策から中小企業対策を目的とした

関連施策へのシフトが行われ，地域イノベーション

政策については，地域との共創による産業クラスタ

ー政策の再構築を行って，(1)地域主導型クラスタ

ー：地域独自で取り組むクラスターの他，広域で取

り組むものについては，新・産業集積活性化法（企

業立地促進法）等により国がサポート，(2)先導的ク

ラスター：先導的な分野で我が国の国際競争力確保

のため，全国的な視野から形成を推進していく必要

があるクラスターを国が主導，の2クラスターで構

成することとなった。 
さらに2011年度には，文部科学省・経済産業省・

農林水産省が，地域イノベーション戦略推進地域と

して24地域（国際競争力強化9地域及び研究機能・

産業集積高度化 15 地域）を選定，この推進地域か
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ら，文部科学省は地域イノベーション戦略支援プロ

グラム対象13地域を選定した。 
 
２．２ 新成長戦略における地域科学技術イノベー

ション政策 

2010年6月に閣議決定された「新成長戦略～『元

気な日本』復活のシナリオ～」では，7 つの戦略分

野として，(1)グリーン・イノベーションによる環

境・エネルギー大国戦略，(2)ライフ・イノベーショ

ンによる健康大国戦略，(3)アジア経済戦略，(4)観光

立国・地域活性化戦略，(5)科学・技術・情報通信立

国戦略，(6)雇用・人材戦略，(7)金融戦略を掲げ，こ

の戦略分野において 21 の国家戦略プロジェクトを

選定した。これらの戦略及び戦略プロジェクトにつ

いて，(4)観光立国・地域活性化戦略では，地域資源

の活用による地方都市の再生等，これからの国の地

域振興策は NPO 等の「新しい公共」との連携の下

で特区制度等の活用により地方の「創造力」と「文

化力」の芽を育てる「地域政策の方向転換」を図る

べきとした。 
また，(5)科学・技術・情報通信立国戦略では，科

学・技術力による成長力の強化を目指して，科学・

技術力を核とするベンチャー創出や，産学連携など

大学・研究機関における研究成果を地域の活性化に

つなげる取組を進める等により，グリーン・イノベ

ーション（環境エネルギー分野革新）やライフ・イ

ノベーション（医療・介護分野革新）等を推進して，

独自の分野で世界トップに立つ大学・研究機関の数

を増やすこと等を目指して，2020年度までに官民合

わせた研究開発投資を GDP 比 4%以上にするとの

目標を掲げた。 
 
２．３ 第４期科学技術基本計画における地域科学

技術イノベーション政策 

東日本大震災発生に伴い再検討が行われた第4期

科学技術基本計画（2011年8月閣議決定）では，自

然科学のみならず，人文科学や社会科学の視点も取

り入れ，科学技術政策に加えて，関連するイノベー

ション政策も幅広く対象に含めて，その一体的な推

進を図っていくことが不可欠であるとして，「科学技

術イノベーション政策」と位置付けて強力に推進す

るとした。 
基本計画の理念では，目指すべき国の姿として 5

つを掲げ，「将来にわたる持続的な成長と社会の発展

の実現」において，震災からの復興，再生の実現と

グリーン・イノベーション及びライフ・イノベーシ

ョンをはじめとする様々な課題解決型イノベーショ

ンの創出を促す新たなシステムとして，「地域イノベ

ーションシステムの構築」を掲げて，被災地域にお

ける特色や伝統を活かすなど，科学技術イノベーシ

ョンを積極的に活用した新たな取組を優先的に推進

し，ベンチャー企業等の活性化等による地域の復興，

再生を速やかに実現していく必要があるとした。 
推進方策として，地域が主体的に策定する優れた

構想の研究段階から事業化に至るまでの関係府省の

施策による支援，優れた成果をあげている地域クラ

スターを自律的な成長の核となるような研究開発に

おけるネットワーク形成，人材養成及び確保，知的

財産活動等に関する重点的な支援，被災地域等を中

心とした関係機関との連携による特区制度を活用し

た官民の関連研究機関が集積した新たな研究開発イ

ノベーションの国際的拠点等の形成に関する検討等

を行うとした。 
 

３．地方公共団体における科学技術振興及び東日本

地域の現状と課題 

2011年度以降，地域科学技術イノベーション政策

は，新成長戦略及び第4期科学技術基本計画に基づ

き展開されていくことなるが，その実現に向けて，

地方公共団体における科学技術振興及び震災によっ

て甚大な被害を受けた東日本地域の現状と課題につ

いて整理する。 
地方公共団体においては，ほぼ全ての都道府県・

政令指定都市において科学技術を振興する審議会等

が設置され，独自の科学技術政策大綱や指針等が策

定されるなどの科学技術振興への取組がなされてい

る一方で，地方財政の状況は近年特に厳しく，歳入・

歳出ともに減少しており，2001年度に比べて 2007
年度では歳出で約 9%の減少，科学技術関係経費は

約18%の減少となっている。項目別に見ると，公設

試験研究機関の予算の減少が著しく，2001年度から

2007年度までの6年間で約30%減少している［2］。 
また，科学技術の推進に必要な研究交流（産学官

共同研究や研究成果普及のための交流会の開催等），

情報整備（科学技術や知的財産に関連する情報の整

備・提供等），人材育成（中小企業の技術者を対象と

した研修会等）等については，そもそも支出に占め

る割合が少なく，総合的な取組が行われているとは

言い難い。地域にとって，従来では科学技術振興は

国の役割との意識があり，また，厳しい地方財政事
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情とも相まって，公設試験研究機関を含む科学技術

関係予算は，一層の削減の対象となっているのが現

状である。地域の主体性を尊重しつつ科学技術の振

興を促し，地域におけるイノベーションを創出して

いくためには，地域の研究開発機能のより一層の強

化が必要である［2］。 
 地方公共団体における科学技術イノベーション政

策を支える財政面については，ますます深刻化して

おり，東京，名古屋圏とそれ以外の経済格差が拡大，

特に地方圏では今後急速に人口が減少して地域経済

の立て直しが深刻な課題となっている［2］。 
 また，今回の震災により甚大な被害を受けた東日

本地域は，高齢者比率の上昇，人口減少市町村の増

大等少子高齢化社会の先取りとなっており，漁業等

農林水産業も高齢化，遠洋漁業の衰退等が見られる。 
その一方で，1990年代半ばまでは南関東以西にあ

った製造業の中心は，東日本地域の豊富で低廉な労

働力と土地，交通インフラ整備による首都圏へのア

クセス改善，教育研究機関の充実や企業誘致，将来

予想される東海地震等に備えてのリスク分散のため，

先端製造業の基幹部品企業の立地が促進されたが，

今回の震災に伴う多数の工場の操業停止とともに物

流システムの崩壊によって，基幹部品提供先の国内

外のメーカーに多大な影響を及ぼした。 
 
４．阪神・淡路大震災後の地域科学技術イノベーシ

ョン政策の展開事例 

震災復興における地域科学技術イノベーション政

策の具体的な先行事例としては，1995年の阪神・淡

路大震災後の神戸医療産業都市構想がある。 
神戸医療産業都市構想は，1998年に構想懇談会設

置，1999年に構想研究会設立（会員企業等260社），

同年に(財)先端医療振興財団先端医療センター及び

理化学研究所発生・再生科学総合研究センターが予

算化され，新産業構造形成プロジェクト関連の復興

特定事業（2000 年），都市再生プロジェクト選定

（2001 年），知的クラスター創成事業選定（2002
年），先端医療特区認定（2003年），知的クラスター

創成事業（第 2 期：2010 年度からは地域イノベー

ションクラスタープログラム・グローバル型第Ⅱ期

に移行）選定等，神戸市の強力なイニシアティブの

下，様々な国の支援措置によって先端医療イノベー

ションが推進されている。 
神戸医療産業都市構想の特徴は，「神戸市株式会

社」と称される都市経営手法による神戸市のイニシ

アティブ，神戸大学医学部を中心とする関西地域の

潜在的な学術ポテンシャルの高さ，理化学研究所神

戸研究所の設置をはじめとする知的クラスター・産

業クラスター等による国の積極的な支援等によって

施策が展開されていることである。 
これまで課題であった医療関係機器開発に弱い地

元企業との関係についても，(社)神戸市機械金属工

業会が設立した医療用機器開発研究会等の活動によ

り成果をあげつつある。 
大学等地域のポテンシャルを活用した地方公共団

体による明確な地域構想策定と国の各種支援スキー

ムの活用といった本事例は，今回の震災復興におけ

る地域科学技術イノベーション施策展開の参考にな

ると考えられる。 
 

５．東日本大震災復興構想会議提言・復興基本方針

等における地域科学技術イノベーション関連施策 

2011年3月11日に発生した東日本大震災に対応

するため設置された東日本大震災復興構想会議

（2011年4月閣議決定）において，「復興への提言

～悲惨の中の希望～」（2011年6月）がとりまとめ

られ，東北の強みを活かした知と技術革新（イノベ

ーション）の拠点機能の形成や被災地の大学を中心

とした地域復興センター的機能の整備等を行うとし

て，特区手法を活用した医療産業や再生可能エネル

ギー関連産業の集積の支援等を提言した。 
この提言を踏まえた「東日本大震災からの復興の

基本方針」（2011年7月）では，「復興特区制度」の

創設，医療産業の拠点整備，再生可能エネルギーの

拠点整備，政府系研究機関の関連部門等の福島県へ

の設置等の促進等が掲げられており，復興支援の体

制としての復興庁（仮称）の設置も含め，2011年度

第 3 次補正予算や 2012 年度以降の具体的な予算措

置に反映される。 
 
６．Porterによる「共通価値」の概念 

Porterらは，「共通価値（Shared values）」を「社

会と企業の両方に共通する価値，すなわち社会的価

値と経済的価値の一致」と定義した［1］。 
共通価値の本質は，具体的に「外部性」のコスト

（外部不経済），「社会的費用」（環境汚染等企業活動

起因のコストであるにもかかわらず企業が負担しな

くてもよい費用もある）を企業が内部化して，この

費用を低減・解消するバリュー・プロポジション（顧

客に提供する価値の組合せ）を開発することで生み



― 27―

 

出される価値であり，社会のニーズや問題に取り組

むことで社会的価値を創造し，その結果，経済的価

値が創造されるというアプローチである。 
また，この共通価値の原則は政府や NPO にも当

てはまり，従来の政策の正否判断であった国や地方

公共団体等による施策の便益や投資された予算とい

った視点ではなく，共通価値の概念における「価値」

の視点の導入によって，企業とのコラボレーション

を一層推進することが可能である。 
例えば，環境規制の多くは罰則によって遵守させ

る強制執行型であるが，環境パフォーマンス（環境

負荷その他対策の成果）の測定，基準や段階的移行

期間の導入，イノベーションを促し環境を改善し同

時に競争力を高める支援の重視等により一層の成果

をあげることができる。 
共通価値の創出（CSV: Creating Shared Value）

には以下の3つの方法がある。 
（1）製品と市場を見直す 
（2）バリューチェーンの生産性を再定義する 
（3）企業が拠点を置く地域を支援する産業クラス

ターをつくる 
 この各々が共通価値の好循環を形成する要素であ

り，ある分野での価値の向上により他の分野でチャ

ンスが発生する。 
この共通価値の概念に基づいて，東日本地域の復

興に向けての含意を考察する。 

社会的ニーズの再検討では，震災復興における重

要課題の住宅取得の問題について，メキシコの建設

会社ウルビが開発した「レント・トゥ・オウン」（規

定のレンタル期間後の返却又は購入選択）のような

画期的な住宅ローンの提供，日本では導入が遅れて

いる「リバース・モーゲージ」（自宅を担保とした金

融商品）への死亡保険金活用による新たな金融商品

開発等といった企業活動と連携した国と地方公共団

体による規制緩和等の支援措置による経済価値の創

出が可能である。 

この他復興基本方針で示された特区制度を利用し

た漁業権の弾力化による企業参入や再生エネルギー

導入促進手法等も共通価値の創造と考えられる。 
また，今回の震災で東北地方にある 21 品目の指

定伝統工芸品のうち6品目の産地で生産設備や商品

が流出，損傷の被害を受けたが，これらの設備・技

術等の単なる復旧ではなく，社会的なニーズに対応

した先端技術との産学官連携による協創（「地域伝産

学官連携」［3］）で，新たなイノベーションを創出

して，さらに観光資源とすることも考えられる。 
今回の大震災を契機に，外部不経済だけでなく，

「社会の不備」を改善するバリュー・プロポジショ

ンを開発することが，東日本地域のみならず我が国

全体の競争優位の源泉になると考えられる。 
 
７．東日本復興に向けた地域科学技術イノベーショ

ン政策の考察 

以上を踏まえた東日本復興に向けた地域科学技術

イノベーション政策のポイントを以下にまとめる。 
・地域主導による地域のポテンシャルを活用した関

係機関の参画による地域構想の策定 
・被災地域における社会的ニーズの把握と経済価値

創出に向けた国内外との産学官ネットワーク形成

による連携強化 
・復興特区制度と既存地域支援プログラム（地域イ

ノベーションクラスター，産業クラスター等）の

有効活用による地域クラスターの創成 
 （クラスターの具体例としては，既存のポテンシ

ャルを活用した，食品クラスター，福祉クラスタ

ー，再生エネルギー・クラスター，防災【災害対

応技術】クラスター等が考えられる） 
・東日本地域の地域特性を活かした伝統工芸技術と

先端科学技術の協創によるイノベーション創出 
・一極集中から多極分散による研究開発イノベーシ

ョン拠点の代替性の確保とネットワーク連携 
・被災地域の研究者・技術者の支援・育成確保 
これらの政策を実施するためには，国の各種地域

科学技術イノベーション施策による地域への集中

的・重点的な支援が不可欠であり，地域での自由裁

量権を可能な限り広げることにより，地域主導型の

施策推進に向けて段階的に移行させる必要がある。 
今後の課題としては，将来の道州制導入も含めた

地域関連政策の政策動向も踏まえつつ，具体的な施

策の検討を行う予定である。 
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